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１．事業概要
■事業目的

【防災 ・ 減災】
・ 大規模地震時の施設利用者の安全・安心を確保する

・ 市内の近畿管区警察局・近畿地方整備局・大阪航空局を集約し、災害応急対策活動拠点施設の整備を行う

【行政ｻｰﾋﾞｽ低下の改善】
・ 統廃合等による人員増や導入されたＯＡ機器による狭あいに起因する施設利用者の不便を解消する

・ 同一官署の執務室や書庫等が複数の建物に分散していることによる施設利用者の不便を解消する

【老朽化に伴う問題の解消】
・ 雨漏り、外壁タイルの剥落や窓落下の恐れ、エレベーターの段差や閉じ込め、避難・消火設備等の不具合を解消し、

施設利用者の安全を確保する

■計画概要

建設予定地 大阪府大阪市中央区大手前3丁目

敷 地 面 積 ６，５０４㎡

構 造 鉄骨造 地上２０階 地下１階

延 べ 面 積 ４５，４９８㎡

施設整備費 約１６９億円（設計費含む）

１



２－１．入居予定官署の所在地

２

入居官署分布図

凡例

入居予定官署

（近畿管区警察局・近畿管区行政評価局

大阪法務局・近畿公安調査局・大阪航空局

・近畿地方整備局）

建設予定地

主要公共施設



３

２－２．入居予定官署の現状

■大阪府より府庁舎からの退去要請を受けている

■入居する府庁舎及び分館庁舎の耐震性能が不足している

■府庁舎と分館庁舎に執務室が分散している

大阪府庁舎（１９２６完成） 近畿管区警察局分館庁舎（１９９３完成） 大阪第２地方合同庁舎（１９６８完成） 大阪第４地方合同庁舎（１９９３完成）

■ 経年により避難設備等に故障が生じている

■増加した人員やＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■第２合同庁舎と第４合同庁舎に執務室が分散している

■経年により外壁タイルの剥落等が生じている

■大阪第２法務総合庁舎の耐震性能が不足している

■第２法務総合と天王寺法務総合に書庫が分散している

天王寺法務総合庁舎（１９９０完成）大阪第２法務総合庁舎（１９７７完成）

大阪法務局

大阪第２法務総合庁舎（１９７７完成）

■ 経年により外壁タイルの剥落等が生じている

■増加した人員とＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■大阪第２法務総合庁舎の耐震性能が不足している

大阪公安調査局

近畿管区警察局 近畿管区行政評価局 【老朽⑥】

【老朽④】 【老朽④】



４

２－２．入居予定官署の現状

大阪第２地方合同庁舎（１９６８完成）大阪第４地方合同庁舎（１９９３完成）

■ 経年により避難設備等に故障が生じている

■増加した人員やＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■第４合同庁舎と第２合同庁舎に執務室が分散している

【狭あい①】

←

災害対策室

の面積不足

大阪第１地方合同庁舎（１９５８完成）

大阪第３地方合同庁舎 中之島庁舎

■経年により雨漏や窓落下の恐れ､設備機器等に故障が生じている

■増加した人員やＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■第1合同、第3合同、中之島庁舎に執務室等が分散している

大阪航空局 近畿地方整備局

【狭あい②】

←

執務室の

面積不足

【老朽①】

←

ＥＶの

段差

【老朽②】

←

雨漏りで

天井落下

【老朽③】

←

避難階段
の劣化

【老朽④】

←

外壁ﾀｲﾙ

の剥落

【老朽⑥】

←

外壁仕上

の劣化

【老朽⑤】

←

窓落下

の恐れ

施設不具合の事例

（１９７４完成） （１９６２完成）

【狭あい①②】

【老朽①②③⑤】

【老朽⑥】



３．事業の進捗状況及び見込みの視点

５

新規事業採択
時評価

新規事業採択
時評価

再評価

注） ・この工程は実行上の概略工程表であり、予算化されたものではありません

・本事業は防災機能の強化に必要な整備とされており、また法令等に基づく 施設整備である為、予算化を要望中である



■事業計画の必要性に関する評価

６

４－１．事業の必要性等に関する視点

４－１－①．事業の必要性に関する視点１

■新規事業採択時評価及び再評価は、三つの視点に基づき評価を実施

①事業計画の必要性 ②事業計画の合理性 ③事業計画の効果

老朽

狭あい

借用返還

分散

都市計画の関係

立地条件の不良

施設の不備

衛生条件の不良

法令等

合同庁舎計画

特定国有財産整備計画

６１．８

１０．９

１３．４

６．４

０

０

２．５

０

１０

１０

１０

計 １２５．０

新規事業

採択時評価
再評価

６４．７

１５．５

１４．１

６．４

０

０

２．６

０

１０

１０

１０

計 １３３．３

再評価においても1００点以上
新規事業採択時評価から大きな変化はない



再評価においても１００点

新規事業採択時評価から変化はない

■事業計画の合理性に関する評価

７

４－１－②．事業の合理性に関する視点

事業案と代替案のコスト比較
○代替案とは、既存庁舎の増築による狭あい解消と、耐震改修による

耐震性能不足の解消を実施するもの

Ⅰ事業案の内訳（千円） Ⅱ代替案の内訳（千円）

１．初期費用 （建設費、企画設計費、解体費） 12,842,601                               11,613,638
２．維持修繕費 （修繕費、保全費、光熱水費） 8,798,378 13,499,011
３．土地の占用に係る機会費用 4,385,094 13,914,909
４．法人税等 ▲ 979,083                        ▲ 1,141,517

計 25,046,990 計 37,886,041

22,896,017

25,967,310

3,071,293

新規事業

採択時評価
再評価

25,046,990 （21,640,979）

37,886,041 （25,112,649）

12,839,051 （ 3,471,670）

注：再評価（ ）内の費用は３．土地の占用に係る機会費用及び、４．法人税等を除いた費用を記載

Ⅰ事業案の総費用（千円）

Ⅱ代替案の総費用（千円）

【差額】Ⅱ－Ⅰ（千円）

代替案 ＞ 事業案

の場合１００点を付与

・評価期間：庁舎建設期間及び維持管理期間５０年間

・社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い費用を算定



◆事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発揮見込みを評価するための指標（一部抜粋）

８

各項目ごとに、事業の現状に最も近い記載内容の欄を選択し、その係数（１．１～０．５）をすべて掛け合わせ、１００倍した数値を

「事業計画の効果の評点」とする。 注）評価点０．７～０．５の記載は省略

Ｂ１：業務を行うための基本機能 Ｂ２：施策に基づく付加機能

４－１－③．事業の効果に関する視点１



分 類 評 価 項 目
評
価

取 組 状 況

社 会 性 地 域 性 B 充実した取り組みが計画されている
・大阪府施設とペデストリアンデッキで接続し、相互の連携を図る

環境保全性
環境保全性 B 充実した取り組みが計画されている

・緑化の為の特別な対策、太陽光発電、雨水利用設備

木材利用促進 B 充実した取り組みが計画されている
・内装等の木質化

機 能 性

ﾕ ﾆ ﾊ ﾞ ｰ ｻ ﾙ
ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ

A 誘導基準を満たした上で、｢高度なバリアフリー化｣を行う計画である

防 災 性 A
総合耐震計画基準に基づいた取組がなされているほか、 防災に配慮
した取組を行う計画である
・ガス消火設備、ヘリコプター緊急救助用スペース

●施策に基づく付加機能の評価（Ｂ２の内訳）

施策に基づく付加機能が発揮される見込みである。
（ＡまたはＢに該当する項目がある）⇒係数1.1を付与

９

４－１－③．事業の効果に関する視点２



事業計画の効果(B1及びB2)の
発揮見込みを評価するための指標

※現在の評価手法制定時（平成２３年４月）以前に新規事業採択時評価を実施したため、当時の資料を基に、新たに算出したもの （参考数値）

用地の取得・借用

災害防止・環境保全

アクセスの確保

都市計画その他の土地

利用に関する計画と整合性

敷地形状等

建築物の規模

敷地の規模

機能性

社会性、環境保全性及び機能性

１．０

×１．０

×１．１

×１．０

×１．０

×１．０

×１．０

×１．０

×１．１

×１００＝１２１点

新規事業

採択時評価※
再評価

■事業計画の効果（B1及びB2）の発揮見込みの評価結果

再評価においても１００点以上
新規事業採択時から変化はない

１０

４－１－③．事業の効果に関する視点３

１．０

×１．０

×１．１

×１．０

×１．０

×１．０

×１．０

×１．０

×１．１

×１００＝１２１点



事業継続の妥当性判断

● 「事業計画の必要性」「事業計画の合理性」「事業計画の効果」について

は全て評価の要件を満足しており、新規事業採択時から大きな変化はない

● 社会経済情勢等の変化

・ 東日本大震災からの復興を加速させる必要がある

・ 南海トラフ巨大地震対策として防災拠点の必要性が高まっている

● 事業の状況

・ 災害応急対策活動を行う官署の入居計画であり、今後の事業進捗も見込まれる

以上より、事業継続が妥当である

１１

５．対応方針（原案）



【　前 回 評 価 時 と の 対 比 表　】 【　参考資料　】

平成２５年度　第４回事業評価監視委員会

事業名：大阪第６地方合同庁舎

　　事業化年度　：　平成２０年度

前回評価時
（新規採択時評価）

今回評価

平成２０年度 平成２５年度 （主な変更理由）

－
事業採択後５年間が経過した時
点で継続中の事業

ＳＲＣ－２０－１
４５，４９８㎡

同左 ・変更なし

再評価理由

事業諸元

１７２億円 １６９億円 ・物価変動

－ ０％

※ ※

備考

※
　Ｂ／Ｃ分析の結果ばかりに注目が集まり、その施設に適した施策が反映されているか、どのような施設ができた
か、ということが分かりにくく、また、本省や地方局の事業評価監視委員会の委員からも、「そもそも費用便益分
析は営繕事業になじまない」という意見も多く出されたため、平成２０年度より新たな評価手法に改定されてい
る。「事業計画の合理性」について、新築と代替案（現庁舎の改修等）との経済比較を行い、比較有利の場合等に
要件を満たす手法となっている。

全体事業費

進捗状況

費用対効果 Ｂ／Ｃ
（残事業）




